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障
害
の
あ
る
方
が
そ
の
能
力
や
適
性
に
応
じ
、
自
立
し
た
生

活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
こ
れ
ま
で
障
害
の
種
類
ご
と

に
異
な
る
制
度
に
よ
り
提
供
さ
れ
て
き
た
福
祉
や
医
療
な
ど
の

サ
ー
ビ
ス
を
、
共
通
の
制
度
の
も
と
で
一
元
的
に
提
供
す
る
た

め
、
『
障
害
者
自
立
支
援
法
』
が
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

今
月
号
で
は
、
障
害
の
あ
る
方
の
自
立
と
社
会
参
加
を
応
援

す
る
『
障
害
者
自
立
支
援
法
』
と
平
成　

年
４
月
に
施
行
さ
れ

１７

た
『
発
達
障
害
者
支
援
法
』
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

現
在
、
障
害
の
あ
る
方
は
、
身
体
・
知

的
・
精
神
の
各
障
害
に
区
分
さ
れ
、
障
害

の
種
類
や
年
齢
に
よ
り
利
用
で
き
る
福
祉

サ
ー
ビ
ス
や
医
療
の
内
容
が
決
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行

に
よ
り
、
ど
の
障
害
の
方
も
共
通
の
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
（
自
立
支
援
医
療

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
自
立
支
援

医
療
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
市
や
北
海

道
に
申
請
を
し
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
、

支
給
決
定
の
手
続
き
や
基
準
を
明
確
に
し

た
全
国
共
通
調
査
と
市
の
障
害
認
定
審
査

会
に
よ
り
障
害
程
度
区
分
を
認
定
し
ま
す
。

　

ま
た
、
４
月
か
ら
サ
ー
ビ
ス
や
医
療
に

か
か
る
費
用
の
原
則
１
割
を
負
担
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
（
所
得
に
応
じ
て
、

負
担
額
の
上
限
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
）
。

※
自
立
支
援
医
療
に
つ
い
て
は
、
４ 
㌻ 
を

　

ご
覧
く
だ
さ
い
。

障
害
者
自
立
支
援
法

）
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皆
さ
ん
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
で
き
る
よ
う
、
市
や
事
業
者
が
お

手
伝
い
し
ま
す
。

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　

利
用
の
流
れ

相談

　市または北海道
指定の相談支援事
業者に相談します。

申請・調査

　サービスが必要
な方は、市に支給
を申請します。続
いて、現在の生活
や障害の状況につ
いての調査が行わ
れます。

�

介護給付
　障害の程度が一定以上の方に
生活上または療養上の必要な介
護を行います。
�療養介護
�居宅介護（ホームヘルプ）
�重度訪問介護
�行動援護
�生活介護
�児童デイサービス
�短期入所（ショートステイ）
�重度障害者等包括支援
�共同生活介護（ケアホーム）
�施設入所支援

訓練等給付
　身体的または社会的なリハビ
リテーションや就労につながる
支援を行います。
�自立訓練
�就労移行支援
�就労継続支援
�共同生活援助（グループホーム）

補装具費の支給
　車いすや補聴器など、補
装具の購入や修理にかかる
費用の原則１割を自己負担、
９割を国・北海道・市が負
担します。
※所得に応じて自己負担の
　上限額を設けています。

地域生活支援事業
　市が障害のある方を総合
的に支援する体制をつくり、
さまざまな事業を行います。
�相談支援事業
�コミュニケーション支援
　（手話通訳など）
�日常生活用具の給付
�移動支援事業　　　など

自立支援医療
　障害の種類や年齢により
決められていた医療費の仕
組みを一本化します。

障害福祉サービス

障
害
の
あ
る
方

�
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